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両立支援等助成金の活用 
 

 

福井労働局 雇用環境・均等室 

 



2

両立支援等助成金とは 
 

労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための

制度の導入や取組を行う事業主等に対して助成する

ものです。複数のコースがあります。 

 

 ＜助成金の種類＞ 

 ① 出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金） 

 ② 育児休業等支援コース 

 ③ 介護離職支援防止コース 

 ④ 再雇用者評価処遇コース（カムバック支援助成金） 

 ⑤ 女性活躍加速化コース 
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出生時両立支援コース 
 

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに

取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業

主に支給します。 

 

 
支給額＜＞内は、生産性要件を満たした場合の支給額（詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。） 
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おもな要件 

＜男性労働者の育児休業取得（1年度に 10人まで）＞ 

●男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作り(※)のため、★(下記例参照)取組を行うこと。 

●男性労働者が子の出生後 8 週間以内に開始する連続 14日 (中小企業は連続 5日)以上の育児休業を取得す

ること。（※育児休業期間が５～１４日未満の場合は所定労働日が４日以上、育児休業期間が１４日以上の場合は所

定労働日が９日以上含まれていることが必要です。）  (※)職場風土作りは職場全体の取組 

＜個別支援加算（令和 2 年度新設）＞ 

●男性労働者の育児休業取得前に個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に支

給します。（個別支援は職場風土作りとは別の対象者に対する取組） 

（注意）育児休業等支援コース（育休取得時・職場復帰時）との併給できません。 

＜育児目的休暇の導入・取得（１事業主 1回限り：今年度までの時限的な制度）＞ 

●育児目的休暇制度を新たに導入し、就業規則等への規定、労働者への周知を行うこと。 

●男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りのため、★(下記例参照)に準じた取組を行うこと。 

●上記の新たに導入した育児目的休暇を、男性労働者が、子の出生前６週間から出生後８週間の期間中に、

合計して８日（中小企業は５日）以上所定労働日に対して取得すること。 

 

★取組の例   ・男性労働者の育児休業取得に関する管理職や労働者向けの研修を実施する  

・男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料配布等を行う 
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育児休業等支援コース 

 

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児

休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中

小企業事業主に支給します。 
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面談シート 
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育休復帰支援

プラン様式 
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おもな要件 

＜A 育休取得時＞ 

●育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。 

●育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確

認のうえ、プランを作成すること。 

●プランに基づき、対象労働者の育児休業（産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業。）の

開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続 3 か月以上の育児休業（産後

休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む）を取得させること。 

＜B 職場復帰時＞ 

※「A：育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の全ての取組を行うことが

必要です。 

●対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。 

●育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談

結果を記録すること。 

●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者

として６か月以上継続雇用していること。 

●「職場支援加算」は、代替要員を確保せずに、業務の効率化、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーした場合

に支給します。（「Ⅱ 代替要員確保時」との併給はできません。） 
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育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復

帰させた中小企業事業主に支給します。 

 

※１事業主あたり１年度 10 人まで支給。（５年間） 

おもな要件 
●育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。 

●対象労働者が３か月以上の育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む）を取得

し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保すること。 

●対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として６か月

以上継続雇用していること。 



10

 

育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者

のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業

事業主に支給します。 

 

おもな要件 
●育児・介護休業法を上回る「A：子の看護休暇制度（有給、時間単位）」または「B：保育サービス費用補助制度」を

導入していること。 

●対象労働者が１か月以上の育児休業（産後休業を含む。）から復帰した後６か月以内において、導入した制度の一定の

利用実績（A：子の看護休暇制度は 10時間以上（有給）の取得または B：保育サービス費用補助制度は３万円以上の

補助）があること。 
要件緩和 



介護離職防止支援コース

介護支援プランを策定し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰の取組を行い、介護休業を取得
した労働者が生じた、または仕事と介護の両立に資する制度（介護両立支援制度）を利用する労働者が生じた中小企
業事業主に対して助成金を支給します。

１介護休業

休業取得時：介護支援プランを作成し、プランに基づき介護休業を取得させた場合

職場復帰時：休業取得時と同一の対象介護休業取得者について職場復帰させた場合

２介護両立支援制度：介護支援プランを作成し、プランに基づき介護の短時間制度や介護休
暇制度などの介護と仕事の両立ができる制度を利用させた場合

・支給額、支給人数・回数については以下の表のとおり

支給額 支給人数／回数

１介護休業 休業取得時 28.5万円（36万円） 1年度5人まで

職場復帰時 28.5万円（36万円） 1年度5人まで

２介護両立支援制度 28.5万円（36万円） 1年度5人まで

※1年度とは令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間を指す
※（）内の金額は、生産性要件を満たした場合の金額 11



介護離職防止支援コース【介護休業】

<休業取得時>

●介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あら
かじめ労働者へ周知すること。

●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の
働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
●プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計５日（所定労働日）以上
の介護休業を取得すること。

<職場復帰時>
※休業取得時と同一の対象介護休業取得者であるとともに、休業取得時の要件かつ以下を満たすことが必要です。

●「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了前にその上司又は人事労
務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。

●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日
までの間、雇用保険被保険者として３か月以上継続雇用していること。

※職場復帰時は、休業取得時を受給していない場合申請不可
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介護離職防止支援コース【介護両立支援制度】

●介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらか
じめ労働者へ周知すること。

●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の
働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。

●プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対
象労働者が合計20日以上（＊１，２を除く）利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了
後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

・所定外労働の制限制度 ・介護のための在宅勤務制度

・時差出勤制度 ・法を上回る介護休暇制度＊１

・深夜業の制限制度 ・介護のためのフレックスタイム制度

・短時間勤務制度 ・介護サービス費用補助制度＊２

「10時間（有給）」
以上に要件緩和

★介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業開始前または介護両立支援制度利用開始前に作成す
る必要がありますが、介護休業開始後または介護両立支援制度の利用期間中に作成してもかまいません。

（※介護休業終了後または介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません）
13



介護離職防止支援コース【新型コロナウイルス対応特例】

＊法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度
＊日数については所定労働日ベース
＊支給対象期間は令和２年４月１日から令和３年３月３１日
＊有給の休暇制度整備及び社内周知は、休暇取得後であっても
申請までの実施で可

新型コロナウイルス感染症への対応として法定の介護休業と別に介護のための有給の休暇（所定労働日
で20日以上）を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計５日以上
労働者に取得させた中小企業事業主に支給します。

「介護支援プラン」を策定した場合は、既存の介護離職防止支援コースも併給可

支給額・支給要件

労働者１人あたり

合計５日以上１０日未満 ２０万円

合計１０日以上 ３５万円

①新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給
の休暇（所定労働日で20日以上）を設け、当該制度を含めて仕事と介護
の両立支援制度の内容を社内に周知すること。

②新型コロナウイルス感染症の影響により家族の介護のために仕事を休ま

ざるを得ない労働者が①の休暇を合計５日（※）以上取得すること

 １事業主あたり５人まで支給
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※半日・時間単位での取得も通算可能。



妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤または転居を伴う転職を理由とした退職者について、退職
前の勤務を評価する再雇用制度を周知した上で、再雇用の実績が生じた事業主に支給します。

再雇用者評価処遇コース（カムバック支援助成金）

※１事業主あたり５人まで支給。
※継続雇用６か月後・継続雇用１年
後の２回に分けて半額ずつ支給。

● 妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤または転居を伴う転職を理由とした退職者について、退職前
の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を明文化するとともに、労
働者に周知すること。
※過去に再雇用制度を設けている場合であっても、要件に沿った制度内容に改正した場合は、改正日以降の再雇用について対象とし
ます。

● 上記制度に基づき、離職後原則１年以上経過している対象者を期間の定めのない雇用契約により採用
し、申請日までの間、雇用保険被保険者として６か月以上継続雇用していること。

※当初、有期雇用労働者として再雇用した場合も、期間の定めのない雇用契約として６か月以上継続雇用すれば対象となります。

支給額・支給要件
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改正女性活躍推進法が施行されます！

★令和4年4月1日より、女性活躍推進のための行動計画の策定や情報公表の義務が、現在
の301人以上企業から、常時雇用する労働者が101人以上の事業主まで拡大されます。

対象事業主は、自社の女性の活躍状況について現状分析や課題把握を行った上で、一般事
業主行動計画を策定し、管轄の労働局に届け出ることが義務となります。

お早目にご準備をよろしくお願いいたします。
（目標を達成すると助成金の支給対象となります）

＊改正内容、及び行動計画の策定方法の詳細

女性活躍加速化コース

厚生労働省HP 女性活躍推進法特集ページ 検索
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女性活躍加速化コース

中小企業事業主が女性社員の活躍に関する状況把握・課題分析を行った上で、「女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)に基づき、課題解決に相応しい取組目標及び数値目標を盛り込んだ
一般事業主行動計画（行動計画）を策定・公表し、取組目標を実施したことにより、数値目標を達成した場合
に助成金を支給しています。

・中小企業事業主：常時雇用する労働者が300人以下の
事業主

・行動計画の期間：２～５年

※数値目標・取組目標は支給要領に定めるものである
ことが必要です。

詳しくはリーフレット「令和2年度両立支援等助成金
（女性活躍加速化コース）をご活用ください！！」
及び支給要領をご覧ください。

→厚生労働省HP「女性活躍推進特集ページ」からダウ
ンロードできます。

＊女性活躍推進の取組及び助成金申請の流れ

(1)女性社員の活躍
の状況把握を行い、
女性の活躍に向け

た課題を分析

(4)取組目標を実施した結果、3
年以内に数値目標を達成し、達
成状況を公表（公表先は(2)と
同じ）

⇒助成金の支給
（定額）

(2)課題解決に相応しい数値目標とその達成
に向けた取組目標を盛り込んだ行動計画の策
定･公表･策定届の届出と女性活躍の状況の公
表（公表は、「女性の活躍推進企業データ
ベース」★）

(3)取組目標の実施

◇助成額 47.5万円＜60万円＞※〈〉は生産性要件を満たした場合に支給

◎目標の区分

・女性の積極採用に関する目標

・女性の積極登用・評価・昇進に関する目標

・女性の配置・育成・教育訓練に関する目標

・多様なキャリアコースに関する目標
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問い合わせ先
福井県 地域戦略部 県民活躍課 女性活躍グループ TEL０７７６－２０－０３１９
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各助成金の申請期限 

① 出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金） 
＜育児休業＞ 

１人目  ：育児休業開始から起算して5日（中小企業以外は14日）を経過する日の翌日から2か月以内 

２人目以降：5日以上、14日以上、1か月以上（中小企業以外は14日以上、1か月以上、2か月以上）の

育休を経過する日の翌日から2か月以内 

 

＜育児目的休暇＞ 

       育児目的休暇の合計が５日（中小企業以外は８日）を経過する日の翌日から２か月以内 

  

 

② 育児休業等支援コース 
＜育休取得時＞ 

育児休業開始から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内 

 

＜職場復帰時＞＜代替要員確保時＞＜職場復帰後支援＞ 

育児休業終了日の翌日から起算して６か月を経過する日の翌日から2か月以内 
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 ③ 介護離職支援防止コース 
＜休業取得時＞ 

対象となる介護休業取得日数が5日を経過する日の翌日から2か月以内 

 

＜職場復帰時＞ 

介護休業終了日の翌日から起算して３か月を経過する日の翌日から2か月以内 

 

＜介護両立支援制度＞ 

  １．所定外労働制限制度、時差出勤制度、深夜業制限制度、短時間勤務制度、介護のための在宅勤務制

度、介護のためのフレックスタイム制度 

上記制度利用実績が合計２０日を経過する日の翌日を起算日とし、起算日から1か月間が経

過する日の翌日から2か月以内 

 

 ２．（法を上回る）介護休暇制度、介護サービス費用補助制度 

上記制度利用期間が、利用開始後６か月経過する日の翌日を起算日とし、起算日から1か月

間が経過する日の翌日から2か月以内 

 

＜新型コロナウイルス感染症対応特例＞ 

介護休暇の合計取得日数が、５日もしくは１０日を経過する日の翌日から2か月以内 

ただし、令和2年6月15日までに5日もしくは１０日に達した場合の期限は、一律８月15日 
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 ④ 再雇用者評価処遇コース（カムバック支援助成金） 
＜1回目＞ 

再雇用日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内 

 

＜2回目＞ 

再雇用日から起算して１年を経過する日の翌日から2か月以内 

 

   ※有期契約労働者として再雇用した場合は、期間の定めのない雇用契約に転換した日から起算して6か月（1年）を

経過する日の翌日から2か月以内となります。 

 

 ⑤ 女性活躍加速化コース 
取組目標を達成した日の翌日から３年以内に数値目標を達成し、数値目標を達成した日の翌

日から起算して2か月以内 
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申請窓口と手続き概要 
 

★申請窓口：福井労働局 雇用環境・均等室 

（0776-22-0221） 

福井市春山１－１－５４ 福井春山合同庁舎９階 

 

 

★申請に関する情報 

 交付要綱・交付要領 各種様式 記載例（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba

_kosodate/ryouritsu01/index.html 

 


